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【マージンソン】 こんにちは。丸山先生、ご

紹介ありがとうございます。本日は、国立大学財

務・経営センターにお招きいただいたことを感謝

申し上げます。また東京に来ることができてうれ

しく思います。通訳は頑張っていますし、通訳の

皆様、参加者の皆様、資料がおくれて申しわけあ

りません。ジャスト・イン・タイムのシンドロー

ムになれてしまったのでしょうか、ＮＰＭの時代

ですべてぎりぎりまで用意をしないという癖がつ

いてしまったのかもしれません。 

ところで、オーストラリアでは 20 年以上大学改

革が行われており、さまざまな文献に記録されて

いますが、本題に入る前に、私どもがきょう話し

合っているトレンドをどう解釈しているかご紹介

したいと思います。 

まず、論文については、自治、自由について、

高等教育機関について述べております。次に、最

近の知識経済に対して高等教育機関がどういう役

割を果たしているのか。さらに、ニュー・パブリ

ック・マネジメント、ＮＰＭとネオリベラリズム

の区別、そして、グローバル化の区別を説明して

おります。重なるところもありますし、相関関係

がありますが、それぞれ異なる動きなので、それ

を記述しております。 

また、豪州における大学改革をご紹介します。

さまざまな批判が言われておりますが、豪州にも

当てはまるかと思います。アングロ・ウエストミ

ンスター・グループと呼んでおりますが、イギリ

ス、ニュージーランド、オーストラリアで共通の

特徴があります。この３カ国のウエストミンスタ

ー国とも言えるところの特徴、そして、ほかのヨ

ーロッパとの違いはグローバルマーケットとして

留学生を受け入れる形でクロスボーダーの関与を

持ち、輸出として収入源を得て、政府以外のとこ

ろから収入源をつくっているということです。論

文の中では、改革を描写して、想定された結果と

想定されていなかった結果を書いております。ま

た、他国との比較、自由の形態、知識経済におけ

る高等教育の役割をまとめとしています。 

自己決定ができる自由の問題は高等教育のガバ

ナンスと規制とがかかわった問題であり、研究に

おける自律性の発掘や機関のリーダーシップのた

めの戦略的な自主性が必要な性質ですし、実務者

にとっては自由それ自体が目的だと思いますが、

それ以外の人にとっては、自由は高等教育のメリ

ットを享受するための手段であり、媒体です。 

一方で、自由は制約を受けていますが、きょう

はそのような話が出ていると思います。高等教育

における自由を見てみると、さまざまな制約がわ

かります。しかし、自由といっても複数の側面と

次元があります。ノーベル経済学賞を受賞したア

マルティア・センによりますと、エージェンシー

の自由とは、アイデンティティー、中心となる意

思、目的感であると。一方で、管理としての自由、

負の自由とは、制約が外部からかかっていないと

いうことです。大学と政府との関係が多く話題に

なっておりますが、これはコントロールとしての

自由です。 

実質的な自由、あるいは力としての自由、これ

もセンのペーパーに出ていますが、これは正の積

極的な自由であり、物質的な手段を得てみずから

選択肢を選ぶことができるということです。今申

し上げた話は整合性はありますが、お互いなくし

て存在することも可能です。特に高等教育におけ

る改革は、一方を進めるか、あるいは他方を進め

るか、後退させることもあります。改革によって、

直接の管理を排除するかもしれません。それで自

治の自由が高まるかもしれません。 

しかし、公的資金を同時に減らされるのであれ

ば、実質的な自由から、減らされる自由があるか

もしれません。あるいは、条件がつけられるかも

しれません。それによって学習的な意思決定の範

囲が狭まるかもしれません。それによってエージ

ェンシーの自由が狭まることになります。 

それでは、最近出現しつつある知識経済におけ

る高等教育の役割です。まずリサーチの政策です。

この 20 年間、財政界における政策は大学の研究が

直接、知的財産権と知識を生み出すことに貢献す
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ると言ってきました。知識経済といえば、各国に

とっては売ることができるものを科学から生み出

すということです。一般的に売れるものをつくる

ということです。 

しかし、高等教育機関で研究した場合の主たる

便益は、国の革新制度の中では取引ができるもの

を直接生み出すことではありません。まずオープ

ンソースと知識を生み出すことです。それができ

れば、サプライチェーンに入れることができ、さ

らに幅広い産業に使うことができ、さまざまなチ

ェーンの中で活用することができます。 

90 年代にインターネットが広がり始め、知識経

済が広まりました。それによってグローバル知識

にみながアクセスできるようになりました。グロ

ーバル知識が世界すべての業界と産業界でイノベ

ーションプログラムに使われております。当初の

クリエーターが想定しなかった目的にも使われて

おります。ノーベル賞を受賞したスティグリッツ

教授いわく、経済の言葉で言えば、知識は主とし

ては波及効果である、また、公共財であると言っ

ております。 

まず知識があれば、財産としての特性を維持で

きるのは創生された段階と最初の普及の段階だけ

であると。ここの段階では早い者勝ちです。しか

し、一たんある程度広まってしまいますと、その

知識は有用ではあるけれど、もはや独占はされて

いない。競争相手がいないわけではありません。

そして、みんなが知ればその市場価格はゼロにな

ります。だれもが使うことができる。したがって、

だれもが経済的に独占したりすることはできない。 

高等教育は多くの商業的な知的財産権のスター

トポイントではありますが、実際に大学をインキ

ュベータとして使っている企業はマイノリティー

でしかありません。一部のパートナーシップや大

学と企業のパートナーシップが知的財産権の価値

をとらえることはできますが、これはまれなこと

です。バイオテクノロジーと電子工業分野に限定

されています。データを見ますと、多くのところ

で大学のリサーチの方向を変えて知的財産権の商

業化をここ数十年行っておりますが、高等教育が

直接売ることができるものをつくることができる

か、その役割はとても小さいです。 

仮にアメリカであっても、イノベーションシス

テムの中で大学のコストを知的財産権がカバーし

ているかといいますと、５、６％でしかありませ

んので、なかなかほかの地域ではまねができない

と思います。ＯＥＣＤは、ある段階においては知

的財産権を商業化せよと、サッチャー政権のとき

に、80 年代、最も声高く述べていた段階ですが、

ＯＥＣＤは立場を大きく変えております。 

高等教育機関のレビューのレポートを各国で調

整して、昨年報告を出していますが、ＯＥＣＤい

わく、大学における知的財産関係の商業化によっ

てマイナスの影響が出てきたと報告しております。

つまり、逆に、知識の普及を遅くしていると。経

済に貢献していないと言っています。これは国の

レベル、世界レベルで当てはまります。 

主として商業化する知的財産権を直接生み出す

ことに焦点を当てるのではなく、大学は、これか

ら広く普及できるようなオープンサイズの知識を

生み出すべきであると、昨年ＯＥＣＤは発表して

おります。同じくＯＥＣＤの報告の中で、学会の

自治が必要であると述べております。とりわけリ

サーチプログラムをどのように選定するのか、学

会の自治が必要であると。短期的なプロダクトフ

ォーマットへの集中が過度に過ぎると述べていま

す。 

そういう見方をいたしますと、基礎研究の範囲

が狭まると述べていますが、非常に重要なコメン

トだと思います。これは、ＯＥＣＤの立場の大き

な変化だと思いますが、その背景にはオープンソ

ース知識が直接広がっていることがあると思いま

す。 

同じような点が高等教育の教育についても当て

はまるかと思います。輸出財としての高等教育を

開発するためにアングロ・ウエストミンスターの

３カ国では、直接経済価値を生み出そうとしてい

ます。 
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政府ではなかなかできなかったことです。よっ

て、このような形で留学生を教育することが、い

わば民間のための財として開発されています。し

かし、教えることは、社会のためではなく、個人

のためにもなります。どの大学のプログラムであ

っても、高等教育の学科、カリキュラムには社会

的な基礎能力に寄与する一般教養の要素が入って

いますし、経済的な波及効果を生み出すものです。 

商業プログラムであっても、高等教育の重要な

経済的役割は直接卒業生のためのメリットを生み

出すことだけではありません。生産性とバリュー

をクリエートする力を生み出すことにより、いず

れはすべてのビジネス、実業界のセクターに役に

立つことを想定しているはずです。とはいえ、そ

の増えた価値が必ずしも賃金だけであらわされる

ものではありません。 

高等教育は条件です。それにより、いずれはほ

かの分野でのバリュープレゼンスにつながる可能

性を持つものです。卒業生、学卒者は知識を得ま

す。ほとんどが公共財であると。その知識を広く

キャリアを通していろいろな場で使うのです。さ

らに、みずからがどのように公共財として知識を

身につけるかを学ぶのです。知識は公共財である

からこそ、労働市場の賃金だけで報酬を得るわけ

ではないのです。言いかえますと、教育であれ、

研究であれ、高等教育の間接的、経済的な役割は、

将来の経済のほかの分野において生産と革新に貢

献することであり、これがより重要なのです。直

接的に経済的価値そのものを生み出すことではあ

りません。知的財産権を商業化するという直接的

な経済価値であるが、みずから資格を得るという

直接的影響以外のところでの間接的影響が重要な

のです。 

ＮＰＭです。73 年から 74 年にかけて第１次石油

危機、70 年代に全世界的な景気後退があってから、

政策の背景が３回大きく変わっており、全世界共

通でした。タイミングの差はありますが、ひょっ

としたら今回の金融危機は、第４の全世界的なも

のかもしれません。ただ、だれもその先はわかっ

ておりません。 

最初の変化は、政府主導の福祉国家の進化が突

然とまったことです。なぜかといえば、1955 年以

降、マネタリズムが採用されたためでした。政府

主導の投資による福祉国家づくりがとまり、財政

の効率性がさらに強調され、政府に対する期待が

縮小しました。その結果、高等教育機関において

は自己責任、権限の移譲が広まり、まだこれが高

等教育を含むさまざまな社会分野で広がっており

ます。 

２つ目の変化は、ＮＰＭが 1980 年代の半ばに導

入されたことでした。当初はプログラムの予算策

定並びに公共部門における効率化の動きが多くの

国で始まったことで、ＮＰＭでは公共行政と教育

がビジネスの横で説明されます。さまざまな活動

が目標成果物主導になり、中央で縛り、活動を指

示するという強化が定められました。同時に、下

部の部門がみずから行動を起こす力も高まりまし

た。分権化、そして、先に指揮系統の下のほうに

責任を落とすことによってできました。処罰、イ

ンセンティブが導入され、中央から管理ができる

ような形で権限移譲が行われました。 

説明責任と監査によってコントロールを強化す

る仕組みも導入されました。外部からの監査も行

っておりますし、品質保証も導入され、一般的に

言い、ＮＰＭのシステムでは、少ない投資で多く

の成果を出そうとし、さらに予測可能性を高めよ

うとしました。ＮＰＭ改革の目標は効率的に配分

することで、しばしばアントレプレナーとしての

力をつけることも想定されておりました。 

使われているメカニズムは、資金の競争的な配

分、プラス、計算式を使った分配で、中央におけ

る意思決定のプレッシャーが小さくなりました。

例えば予算によって管理をする、ターゲット、プ

ロダクトフォーマットを決める、成果物の目標を

透明性のある業績管理をする。ＮＰＭの形態の中

には法人化された大学、地方自治体も含め、専門

化された運営幹部が会社のようなＣＥＯが指導す

るタイプも含まれております。しはしば高等教育
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では収入に関する部分的な多元化もあり、公共団

体あるいは部局が自己収入を得ることを期待して

おります。 

多分、最も創意工夫に富んだＮＰＭは 1980 年代

のサッチャー政権時代のものです。これは全世界

で高等教育において幅広く取り入れられました。

しかしながら、このサッチャーのＮＰＭについて

はイデオロギー的な要素がありました。これは、

英語圏で影響力があった、また、世銀にも影響力

があったと思われますが、普遍的な形でこれが取

り入れられたのではありません。 

イデオロギー的なサッチャー主義、これは新自

由主義と呼ばれておりますが、高等教育、それか

ら研究でつくられるその財はプライベートグッド

であるということ。そして、組織のパラダイム、

あるいはシステムは、この競争する企業の間の経

済的な市場であるということです。 

これは、その主流のＮＰＭと重なります。例え

ば競争的な資金の配分であるとか、プロダクトの

フォーマット、収入源の増加、そして、プライベ

ートセクターの供給ということです。しかしなが

ら、この新自由主義のＮＰＭに関しては、国家の

強い力が維持されたということで、いろいろなフ

ラストを感じております。また、イギリス以外の

国においても、政府がコントロールしていました。

そして、この新自由主義というのは、その財政上

の制約に対するイデオロギー上の妥当性を与えま

した。官僚支配を隠すためにも使われていました。 

３番目の変化はグローバル化です。すなわち、

部分的にグローバルな収れんが起こり、統合され

たグローバルなシステムが形成されたことです。

科学技術、及び緊急やパブリケーションに関する

１つの世界ができたということです。このグロー

バル化の傾向は長いものです。もちろん、15 世紀、

ポルトガルから始まったものです。海運なども育

っていきました。 

この貿易というのはグローバル化の中心です。

現在のグローバル化は、インターネットが生まれ

てから特に育っていきました。また、1990 年代の

上期には航空運賃も大幅に下がりました。それに

より、世界の市場が発展する上でも非常によい条

件となり、また、英語がビジネス、学会でも主な

言語として使われるようになりました。また、グ

ローバルな収れんにより、人々の移動が行われ、

ポリシーもいろいろなところから模倣してくる。

高等教育における考え方の中にも競争というもの

も入ってきました。 

よって、ＮＰＭの考えが幅広く広まり、この新

自由主義のＮＰＭのイデオロギーの影響力が高ま

りました。ＮＰＭというグローバライゼーション

は同じプロセスではありません。しかしながら、

いろいろな文献では混合されており、お互いに関

係があります。 

ＮＰＭというのはグローバル化の前に起こりま

した。少なくとも 10 年ほどは上回っていたと思い

ます。そして、世界的な動きとして、インターネ

ットの前から導入されております。このようなＮ

ＰＭがなくても、グローバルな収れんは可能です。

例えば、オープンソースのグローバルノレッジの

流れもありますし、また、自由にいろいろなアイ

デアが交流し、それが競争などをしのいでいまし

た。 

このグローバル化はＮＰＭの口実になります。

このようなＮＰＭがほんとうにこのグローバル化

の競争力強化に貢献したかどうかはわかりません。

このようなグローバルな収れんにより、国家のＮ

ＰＭの締めつけから部分的な逃避が可能になりま

す。高等教育の分野、特に主要な研究大学におき

ましては、国民国家から解き放されたということ

もあります。クロスボーダーの関係もよりよく享

受できるようになりましたし、いろいろなアイデ

アや人材、資金などを外部から導入することも可

能になりました。このグローバル化により、クリ

エーティブな、アカデミックな作業ができるよう

になります。 

そして、エージェンシーとしての自由、教育機

関としての自由、またコントロールからの自由と

いうものを享受できるようになっております。も
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ちろん、今後 20 分間、その哲学的な理論について

はもう聞きたくないと思いますので、次の話をし

たいと思います。 

オーストラリアですが、１人当たりのＧＤＰは

日本と同じぐらいです。そして、我々の 90％の教

育が公立大学で行われております。これは１つの

システムとして 20 年前に導入されたものです。民

間セクターも台頭しておりますが、学生数の５％

にすぎません。イギリスやニュージーランドと同

じように、オーストラリアはアングロ・ウエスト

ミンスターの国であり、強い国家が誘導する財務

省が大きな役割を果たす国となっております。も

ちろん、分権もあります。 

高等教育の経営機関は自己経営する機関となっ

ています。もともと自治機関としてアカデミック

な自由も享受しています。また、いろいろな分野

におきまして、政府メカニズムから影響を受けて

います。アカデミックなアイデンティティーと国

家の誘導というものは非常によく整備されていま

す。アカデミックなアイデンティティーというの

は、イギリスのほうがオーストラリアやニュージ

ーランドより、より発展していると思います。 

多くの改革は導入されました。オーストラリア

の高等教育というのは、ＮＰＭ改革の１つのモデ

ルケースだと思っております。ＮＰＭのアプロー

チの強みも、弱みも開示されています。これは新

自由主義のＮＰＭのモデルケースではありません

が、教育市場としての教育、そして、民間財のプ

ロデューサーとしての教育というものがオースト

ラリアには痕跡を残しています。 

そして、競争及び疑似市場の取り入れが奨励さ

れています。研究資金であるとか、留学生である

とか、また大学院の職業訓練であるとか、そうい

うものもかかわっています。しかしながら、学士

教育というものは厳しく規制されています。価格

もしっかりとコントロールされています。また、

経済力獲得後の学士資金の返済などもありますの

で、価格のシグナルは少し弱められておりますが、

いろいろなものがあります。 

リサーチファンディングというのは、公共財の

部分的な資金となっています。いろいろなリサー

チのプログラムもあり、これはアカデミックエク

セレンスをベースとして判断されています。しか

しながら、知識の根本的な特質ということを考え

ますと、それ以外のことが可能かどうかはわかり

ません。 

現在は大体 45％である、ＯＥＣＤ諸国の中でオ

ーストラリアが公的なファンディングを 1995 年、

出ます。ほとんどの大学院教育、留学生の教育は

一握りの奨学金はありますが、拡大商業市場から

調達されています。ローンの市場、すなわち大学

院、それから留学生はコマーシャルマーケットか

ら調達しているということです。 

意図的に国内のシステムがアンダーファンディ

ングのような形になっています。政府が提供する

資料が少ない、そして 70％がファンディング・ト

ゥー・コストとなっています。すなわちインフラ

の部分は提供しないということです。よって、い

ろいろな機関が商業市場から調達しなければなら

ない。特に留学生に関してはそうなっています。 

よって、非常にダイナミックな役割をフィーベ

ースプログラムで行っています。特にこの留学生

セクターにおいてです。よって、教育機関はでき

る限りそのプログラムを維持する上で基盤研究を

行ったり、また、国内の学生を導入するという形

になっています。ほとんどの留学生の教育という

ものは、このコマーシャルマーケットで調達され

ていることです。設備であるとか、そのようなも

のなどはコマーシャルで調達するということです。 

留学生が増えたことで、コストも増えています。

政府のファイナンスはさらにそこでカットされて

います。オーストラリアのセクターは１人当たり

のファンディングということでは、まだましなほ

うです。しかしながら、支出は増えています。こ

のようなマーケティングであるとか、リクルート

メントということで資金が増えているためです。 

アカデミックリサーチに関しては２つのエージ

ェンシーが役割を持っています。これはオースト
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ラリア・リサーチ・カウンシルとナショナル・ヘ

ルス・メディカル・リサーチ・カウンシルです。

このような優先順位ですが、これはアカデミック

エクセレンスをベースとして配分されているわけ

です。政府は、補助的な資金として、いわゆるリ

サーチクォンタムという形で提供しています。こ

のリサーチクォンタム・ファンディングというの

は、リサーチのファンディングの大体 10％です。

これはリサーチのパフォーマンスベースとして提

供されます。リサーチパフォーマンスの基準とし

ては、スタンダード、出版物、リサーチからの収

入、高い学位を持った学生のリサーチということ

ですので、そのような形で、リサーチの分野にお

きましてはパフォーマンスベースとなっています。 

だれが承認するかとか、そのようなことにもつ

ながってきます。ですから、基盤的なリサーチに

関しては、やはりエクセレンスをベースとして判

断されます。そして、パフォーマンスベースのレ

ジュームがあります。 

特に特定の配分に関しては、競争資金への申請

であるとか、競争的な業績の数値であるとか、あ

るいは政策遵守度がかかわってきています。また、

機会均等の目標が満たされているかどうかという

こともかかわってきます。また、教育の質でパフ

ォーマンスなども評価されます。産業界との協働

も評価されます。インフラ整備もかかわっており

ます。インフラ関連の資金も競争入札となってい

ます。 

このようなスキームにより、特定の行動がつく

られます。やはりその機関は長期的な発展をする

ということで、このようなコンペティティーファ

ンドを申請するということになっております。政

府は監査を通じて、また質保証などを見て、オー

ストラリアの国におきましてはライトタッチで対

応しています。 

また、政府の資金の支出に関しては、特に基礎

教育、国内の学生に関してはコントロールがかな

り厳しくされています。学生をあるところから別

のところに、許可がなければ移すことができませ

ん。国家政府が人を、例えばヨーロッパ哲学から

アジア哲学に移していいかどうかを決めることは

できません。このように教育制度は大変硬直性が

見られます。 

また、学問のレベルに関しても同じようなアプ

ローチが見られ、卒業後、あるいは学部でも特別

な許可が必要で、すべて業績に基づいた契約が必

要であり、大きなレベルでの介入が必要です。ま

た、自律性を持たされている研究機関というのは、

持っているお金を自分たちが支出でき、日本と比

べ、資金に関しては予算を自分たちで選べます。

例えば、建物を建てるかということなどの予算の

裁量が与えられています。 

また、教育機関の学術部門というのは、フルタ

イムの幹部が担当しており、ほとんどが大学の教

員から来ています。また、学長、副学長など、総

長は大きな裁量が与えられておりますが、実際の

財政的な裁量のレベルというのは場所によって違

います。また、投資機関は全体的にサイズが小さ

くなる傾向があり、外部の代表者が増えてきてい

ます。特に経済界、金融界からの代表者が増えて

きています。また、選出された職員や学生の代表

の役割が減少してきています。 

また、投資機関は、大学コミュニティーを指向

するよりも、むしろ、国や経済界などの外部指向

が強くなってきています。どのような方法をとら

れるかというのは、さまざまなバリエーションが

見られます。また、学術部門とコントロールとい

いますのは、予算の力を通して幹部がその権力を

行使していますが、ほとんどの場合、学術評議会

など、カリキュラムなどについて決定権はありま

すが、予算の権限が持たされていません。幾つか

の機関ではだんだんと旧式な方法がとられるよう

になってきており、強い、古い大学が一番権限を

持っていると思います。 

しかし、学術スタッフで終身在職権を持ってい

る人、あるいはフルタイムの人も数が減ってきて

おり、むしろほとんどの教員というのが臨時職員

が半分ぐらいを占めるようになってきています。
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教員の中で一番ハッピーなポジションにいるのは、

自分たちの自由度が与えられている人たちだと思

います。 

次に結論ですが、非常に厳しく管理するように

なってきているということ。また、専門的な幹部

のカルチャーがあらゆるレベルで導入されており、

パフォーマンスに基づいた文化がシステムの中に

導入されています。業績に基づいたカルチャーと

いうのがどのシステムの中でも見られ、これもま

た望ましいという意見があると思いますが、パフ

ォーマンス、業績をどう測定するかが問題だと思

います。 

ＮＰＭというのは透明性や説明責任を導入して

います。国民の観点から見ても、これは好ましい

と言えると思います。また、もっと起業家的なカ

ルチャーを導入しています。そして、戦略的なイ

ニシアチブがグローバルなレベルでとられるよう

になっています。オーストラリアはこうした点で

強いと思います。 

もちろん、これは非常に強く導入されておりま

すし、効率があらゆる面で重要視されています。

高等教育の中全体で強く導入されています。 

効率性に関しましては、主にこれを推進してい

ますのは公的資金が年々減少しているという要因

が大事だと思います。公的資金が減少していると

いうことで、これはインフレによってさらに強化

されているわけで、こうした１つのメカニズムに

対してあまりにも今まで依存してきたシステムが

ありますが、このメカニズムはあまりにも一方的

で、非効率的であり、もう一方で、透明性を強調

する制度があります。 

現在オーストラリアのシステムの中では、両方

のバランスをはかるべき時期に来ていると思いま

す。学生、スタッフに対するレベルが 2004 年、20

対 21 から、今 20 対１に変わってきておりますが、

これは大きな変更です。学生対スタッフの比率と

いうのは生産性のサインであると言えると思いま

すが、質のいい教育というのが、これで影響を受

けてしまっています。 

資金のドライバーの１つというが研究成果です

が、研究論文の量で測定されています。実績の引

用というのは、オーストラリアの場合はどの程度

引用されているかというのは混合しており、ステ

ータスの低い雑誌での公表の割合が増えていると

言えるかもしれません。 

伝統的な大学の文化というのは、もっと柔軟な、

戦略的なアプローチの導入の障壁であると今まで

言われていましたが、この傾向はおそらく学問の

能力の減少に貢献したと言えるかもしれませんし、

意図しない結果であったと言えるかもしれません。

これは、意図せざる結果であると言われています、

私にはわかりませんが。 

また、短期的な指標に関しましては、競争シス

テムの中でのさまざまなバランスのとれた形で収

入に影響が見られます。留学生も増えております

が、国内学生の数は低迷しています。学生の生活

支援のレベルが低く、また高等教育というのは個

人の域であるというイデオロギーがありますので、

働いている学生の数が増えてきています。その結

果、学生の中でも退学するレベルも増えてきてい

ます。 

一方で、留学生からの収入が増えている学問分

野があります。例えば、経営学などはそうですが、

ほかの科学、人文学などはこの資金不足に直面し

ています。国際教育と関係して、オーストラリア

の高等教育は競争力があると言えますが、博士号

の市場としてオーストラリアは必ずしも強いマー

ケットとは言えません。 

また、トップ 500 の中でのトップ 15 の大学はパ

フォーマンスがいいと言えると思いますが、カナ

ダやオランダと比較すると必ずしも強いとは言え

ないと思います。将来、オーストラリアの教育能

力が低下すると、グローバルな市場の中でのオー

ストラリアの地位が脅威にさらされることになり

ます。私が先ほど申したような 10 のシステムに関

しては、ＮＰＭの枠組み、また起業家的経営の自

由度がオーストラリアの大学で高まっていますが、

自由はある意味でコントロールされています。 
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しかし、学力、そして、スタッフの自由度に関

してはさまざまな混合した経過が見られます。研

究分野では、自由度がある程度限られていると言

えるかもしれません。同時に、ＮＰＭの枠組みに

より、これが高等教育のグローバルな知識経済の

枠組みの中で考えるのに適しているかどうかとい

う疑問があります。ＮＰＭによって自由度が減り、

イノベーションする能力、知的なブレークスルー

をつくる能力が限られるのではないかと言われて

います。 

ＯＥＣＤはＮＰＭの方法に関しては批判的であ

り、特に知識によって公の益につながるというこ

とになりますと、これを直接的なビジネスの成果

としてモデリングしますと、財政的な効率という

意味ではプラスになるかもしれませんが、限られ

た範囲の成果物しか出ません。また、もう一つの

経済的な高等教育の尺度ですが、公の利益という

観点から考えなければなりませんが、この点はこ

れが表面化していません。 

ご清聴ありがとうございました。 




